
 

   

 

山口労発基 1023 第４号 

令和５年 10 月 23 日 

 

 

独立行政法人労働者健康安全機構 山口産業保健総合支援センター 

所長 殿 

 

山 口 労 働 局 長    

（公 印 省 略） 

 

 

リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定等について 

 

 

日頃より労働衛生行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 

事業者による自律的な化学物質管理の強化の一環として、労働安全衛生規則等の

一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第 91 号）による改正後の労働安全衛

生規則により、令和６年４月１日から、リスクアセスメント対象物を製造し、又は

取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、リスクアセスメントの結果に基づき、

関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師（以下「医

師等」という。）が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その

結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと等の措置が事業者に義務付

けられます。 

今般、上記の健康診断（以下「リスクアセスメント対象物健康診断」という。)が

適切に実施されるよう、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行につ

いて」（令和４年５月 31 日付け基発 0531 第９号）の一部を別紙の表のとおり改正

するとともに、事業者、労働者、産業医、健康診断実施機関及び健康診断の実施に

関わる医師等が、リスクアセスメント対象物健康診断の趣旨・目的を正しく理解し、

その適切な実施が図られるよう、基本的な考え方及び留意すべき事項を示した「リ

スクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」を策定したところです。 

その改正の趣旨、内容等については、別添のとおりですので、ホームページでの

周知等貴団体会員各位への周知につきまして、御協力の程お願い申し上げます。 

 

 



基発 1017 第１号 

令和５年 10 月 17 日 

 

都道府県労働局長 殿 

 

厚生労働省労働基準局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定等について 

 

事業者による自律的な化学物質管理の強化の一環として、労働安全衛生規則等の

一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第 91 号）による改正後の労働安全衛

生規則により、令和６年４月１日から、リスクアセスメント対象物を製造し、又は

取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、リスクアセスメントの結果に基づき、

関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師（以下「医

師等」という。）が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その

結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと、また、リスクアセスメント

対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずる

おそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務に従

事する労働者が、厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対

象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等が必要と認める項目につ

いて、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければ

ならないことが事業者に義務付けられる。 

今般、上記の健康診断（以下「リスクアセスメント対象物健康診断」という。)が

適切に実施されるよう、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行につ

いて」（令和４年５月 31 日付け基発 0531 第９号）の一部を別紙の表のとおり改正

するとともに、事業者、労働者、産業医、健康診断実施機関及び健康診断の実施に

関わる医師等が、リスクアセスメント対象物健康診断の趣旨・目的を正しく理解し、

その適切な実施が図られるよう、基本的な考え方及び留意すべき事項を示した「リ

スクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」を別添のとおり策定した

ので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。 

 

 

山口労発基1023第4号の別添



 
「
労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
等
の
施
行
に
つ
い
て
」
（
令
和
４
年
５
月

3
1
日
付
け
基
発

0
5
3
1
第
９
号
）
を
次
表
の
と
お
り

改
正
す
る
。
 

  
改
正
前
 

改
正
後
 

７
（
２
）
 
ア
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

  （
新
設
）
 

      （
新
設
）
 

    イ
 
本
規

定
の

「
必
要

が
あ
る
と
認

め
る

と
き
」

に
係
る
判
断
方

法
及
び

「
医
師

又
は
歯

科
医
師
が

必
要
と

認
め
る

項
目
」
は
、

別
途
示
す
と
こ
ろ
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
 

ア
 
（
略
）
 

イ
 
本
規
定
の
「

常
時
従
事
す
る
労
働
者
」
に
は
、
当
該
業
務
に

従
事
す
る
時
間
や
頻
度
が
少
な
く
て
も
、
反
復
さ
れ
る
作
業
に

従
事
し
て
い
る
者
を
含
む
こ
と
。
 

ウ
 
歯
科
領
域
の

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
は
、

Ｇ
Ｈ
Ｓ
分
類
に
お
い
て
歯
科
領
域
の
有
害
性
情
報
が
あ
る
も
の

の
う
ち
、
職
業
性
ば
く
露
に
よ
る
歯
科
領
域
へ
の
影
響
が
想
定

さ
れ
、
既
存
の
健
康
診
断
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
ク
ロ
ル
ス

ル
ホ
ン
酸
、
三
臭
化
ほ
う
素
、
５
，
５
－
ジ
フ
ェ
ニ
ル
－
２
，

４
－
イ
ミ
ダ
ゾ
リ
ジ
ン
ジ
オ
ン
、
臭
化
水
素
及
び
発
煙
硫
酸
の

５
物
質
を
対
象
と
す
る
こ
と
。
 

エ
 
リ
ス
ク
ア
セ

ス
メ
ン
ト
対
象
物
の
う
ち
、
個
別
規
則
に
基
づ

く
特
殊
健
康
診
断
及
び
安
衛
則
第

4
8
条
に
基
づ
く
歯
科
健
康

診
断
の
実
施
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
物
質
に
つ
い
て
は
、
リ

ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
を
重
複
し
て
実
施
す
る

必
要
は
な
い
こ
と
。
 

オ
 
本
規
定
の
「

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
」
に
係
る
判
断
方

法
及
び
「
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
必
要
と
認
め
る
項
目
」
は
、

令
和
５
年

1
0
月

1
7
日
付
け
基
発

1
0
1
7
第
１
号
「
リ
ス
ク
ア

別
紙
 



 

3 
  

改
正
前
 

改
正
後
 

    （
新
設
）
 

セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策

定
等
に
つ
い
て
」
（
以
下
「
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健

康
診
断
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
に
留
意
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
。
 

カ
 
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
（
安
衛
則
第

5
7
7

条
の
２
第
４
項
に
基
づ
く
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
は
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
を
製
造
し
、

又
は
取
り
扱
う
業
務
に
よ
る
健
康
障
害
発
生
リ
ス
ク
が
あ
る
労

働
者
に
対
し
て
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
費
用

は
事
業
者
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
ま
た
、
派
遣

労
働
者
に
つ
い
て
は
、
派
遣
先
事
業
者
に
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン

ト
対
象
物
健
康
診
断
の
実
施
義
務
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
費

用
は
派
遣
先
事
業
者
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
な

お
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
健
康
診
断
の
受
診
に
要
す

る
時
間
の
賃
金
に
つ
い
て
は
、
労
働
時
間
と
し
て
事
業
者
が
支

払
う
必
要
が
あ
る
こ
と
。
 

７
（
３
）
 
ア
 
（
略
）
 

イ
 
本
規

定
の

「
リ
ス

ク
ア
セ
ス
メ

ン
ト

対
象
物

に
ば
く
露
し
た

お
そ
れ

が
あ
る

と
き
」

に
は
、
リ

ス
ク
ア

セ
ス
メ

ン
ト
対
象
物

が
漏
え

い
し
、

労
働
者

が
当
該
物

質
を
大

量
に
吸

引
し
た
と
き

等
明
ら

か
に
濃

度
の
基

準
を
超
え

て
ば
く

露
し
た

と
考
え
ら
れ

る
と
き

、
リ
ス

ク
ア
セ

ス
メ
ン
ト

の
結
果

に
基
づ

き
講
じ
た
ば

ア
 
（
略
）
 

イ
 
本
規

定
の

「
リ
ス

ク
ア
セ
ス
メ

ン
ト

対
象
物

に
ば
く
露
し
た

お
そ
れ

が
あ
る

と
き
」

に
は
、
リ

ス
ク
ア

セ
ス
メ

ン
ト
に
お
け

る
実
測

（
数
理

モ
デ
ル

で
推
計
し

た
呼
吸

域
の
濃

度
が
濃
度
基

準
値
の

２
分
の

１
程
度

を
超
え
る

等
に
よ

り
事
業

者
が
行
う
確

認
測
定

（
化
学

物
質
に

よ
る
健
康

障
害
防

止
の
た

め
の
濃
度
の



 

4 
  

改
正
前
 

改
正
後
 

く
露
防
止

措
置

(
呼
吸

用
保
護
具
の

使
用

等
)
に

不
備
が
あ
り
、

濃
度
の

基
準
を

超
え
て

ば
く
露
し

た
可
能

性
が
あ

る
と
き
及
び

事
業
場

に
お
け

る
定
期

的
な
濃
度

測
定
の

結
果
、

濃
度
の
基
準

を
超
え

て
い
る

こ
と
が

明
ら
か
に

な
っ
た

と
き
が

含
ま
れ
る
こ

と
。
 

           ウ
 
本
規

定
の

「
医
師

又
は
歯
科
医

師
が

必
要
と

認
め
る
項
目
」

は
、
別
途
示
す
と
こ
ろ
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
 

基
準
の
適
用
等
に
関
す
る
技
術
上
の
指
針
（
令
和
５
年
４
月

2
7

日
付
け
技
術
上
の
指
針
公
示
第

2
4
号
）
）
の
濃
度
を

含
む
。
）
、

数
理
モ

デ
ル
に

よ
る
呼

吸
域
の
濃

度
の
推

計
又
は

定
期
的
な
濃

度
測
定

に
よ
る

呼
吸
域

の
濃
度
が

、
濃
度

基
準
値

を
超
え
て
い

る
こ
と

か
ら
、

労
働
者

の
ば
く
露

の
程
度

を
濃
度

基
準
値
以
下

に
抑
制

す
る
た

め
に
局

所
排
気
装

置
等
の

工
学
的

措
置
の
実
施

又
は
呼

吸
用
保

護
具
の

使
用
等
の

対
策
を

講
じ
る

必
要
が
あ
る

に
も
関

わ
ら
ず

、
工
学

的
措
置
が

適
切
に

実
施
さ

れ
て
い
な
い

（
局
所

排
気
装

置
が
正

常
に
稼
働

し
て
い

な
い
等

）
こ
と
が
判

明
し
た

場
合
、

労
働
者

が
必
要
な

呼
吸
用

保
護
具

を
使
用
し
て

い
な
い

こ
と
が

判
明
し

た
場
合
、

労
働
者

に
よ
る

呼
吸
用
保
護

具
の
使

用
方
法

が
不
適

切
で
要
求

防
護
係

数
が
満

た
さ
れ
て
い

な
い
と

考
え
ら

れ
る
場

合
そ
の
他

の
工
学

的
措
置

や
呼
吸
用
保

護
具
で

の
ば
く

露
の
制

御
が
不
十

分
な
状

況
が
生

じ
て
い
る
こ

と
が
判

明
し
た

場
合
及

び
漏
洩
事

故
等
に

よ
り
、

濃
度
基
準
値

が
あ
る
物
質
に
大
量
ば
く
露
し
た
場
合
が
含
ま
れ
る
こ
と
。
 

ウ
 
本
規

定
の

「
医
師

又
は
歯
科
医

師
が

必
要
と

認
め
る
項
目
」

は
、
リ

ス
ク
ア

セ
ス
メ

ン
ト
対
象

物
健
康

診
断
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
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